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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄
株式会社イチネンホールディングス第１回無担保社債（特定社債間限定同順位特約

付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額

（円）
金5,000,000,000円

各社債の金額（円） 金１億円

発行価額の総額（円） 金5,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％）

未定

（2015年12月７日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2015年12月10

日又は2015年12月11日のいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予

定である。）

利払日 毎年６月17日及び12月17日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限

(１)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2016年６月17日

を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月17日及び12

月17日の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(２)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰

り上げる。

(３)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもって

これを計算する。

(４)償還期日後は利息をつけない。

２．利息の支払場所

別記「(注)９．元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2018年12月17日

償還の方法

１．償還金額

各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限

(１)本社債の元金は、2018年12月17日にその総額を償還する。

(２)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ

る。

(３)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関（以下「振替

機関」という。）の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除

き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所

別記「(注)９．元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠

金には利息をつけない。

申込期間 2015年12月11日(注)10．

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2015年12月17日

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されてい

る資産はない。

 

EDINET提出書類

株式会社イチネンホールディングス(E04904)

有価証券届出書（組込方式）

 2/14



 

財務上の特約（担保提供制限）

１．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で今後発

行する他の社債（ただし、別記「財務上の特約（その他の条項）」欄に定義する

担付切換条項が特約されている社債を除く。）のために担保提供する場合（当社

の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をす

る場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しな

い旨を約する場合をいう。）には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、

同順位の担保権を設定する。

２．当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登

記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の

規定に準じて公告する。

財務上の特約（その他の条項）

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項と

は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪

失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつで

も担保権を設定することができる旨の特約をいう。

　(注)１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）からＢＢＢ（トリプルＢ）の信

用格付を利率決定日に取得する予定である。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すも

のである。

ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当

該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度

を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債

務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す

る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ

き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する

可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ

（http://www.jcr.co.jp/） の 「 格 付 情 報 」 の 「 当 月 格 付 」

（http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php）に掲載される予定である。なお、システム障害等何ら

かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ＪＣＲ:電話番号03-3544-7013

２．振替社債

(１)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、振替

機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(２)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる

社債券は発行されない。

３．社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな

い。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

５．期限の利益喪失に関する特約

(１)当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

①当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

②当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背したとき。

③当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。

④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ

ないとき。

⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務につ

いて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計

額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において

解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
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⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受

けたとき。

(２)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は直ちにその旨を本(注)６.に定める方法により社債

権者に公告する。

６．公告の方法

本社債に関して社債権者に対し通知する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電

子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合

は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複す

るものがあるときは、これを省略することができる。）にこれを掲載する。

７．社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

８．社債権者集会に関する事項

(１)本社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下「本

種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の

３週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(２)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

(３)本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）の

10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を

記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

９．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われ

る。

10．申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。なお、

上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は、最

長で2015年12月７日から2015年12月11日までを予定しているが、実際の利率の決定は、2015年12月10日又は

2015年12月11日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が繰り上がった場合は、「2015年12月

10日」となることがある。

 

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,000

１．引受人は、本社債の全額に

つき買取引受を行う。

２．本社債の引受手数料は各社

債の金額100円につき金35

銭とする。

計 ― 5,000 ―

 

（２）【社債管理の委託】

　該当事項はありません。

 

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

5,000 32 4,968

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額4,968百万円については、全額を2016年３月末までに、借入金返済資金に充当する予定

である。

 

EDINET提出書類

株式会社イチネンホールディングス(E04904)

有価証券届出書（組込方式）

 4/14



第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社イチネンホールディングス(E04904)

有価証券届出書（組込方式）

 5/14



第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提

出日以後、本有価証券届出書提出日（2015年11月13日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事

業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

（2015年11月13日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　臨時報告書の提出について

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（2015年11月13日）ま

での間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。

　なお、2015年10月26日提出の臨時報告書に記載された東電リース株式会社の株式取得については、2015年11月２日

付で完了しております。

　また、同日付で同社は「株式会社イチネンＴＤリース」に商号変更しております。

 

（2015年６月19日提出の臨時報告書）

 

１　提出理由

　2015年６月17日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

2015年６月17日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円（普通配当12円、上場20周年記念配当３円）

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

配当平均積立金　　　　303,000,000円

別途積立金　　　　　1,150,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　1,453,000,000円

 

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、黒田雅史、黒田勝彦、影山忠廣、木村平八を取締役に選任する。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として阿賀俊文及び牧野正人を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案 194,520 224 － （注）１ 可決　99.88

第２号議案    （注）２  

黒田　雅史 193,143 1,601 －  可決　99.18

黒田　勝彦 194,381 363 －  可決　99.81

影山　忠廣 194,424 320 －  可決　99.84

木村　平八 194,432 312 －  可決　99.84

第３号議案    （注）２  

阿賀　俊文 177,298 17,446 －  可決　91.04

牧野　正人 185,548 9,196 －  可決　95.28

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集

計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出

席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

（2015年10月26日提出の臨時報告書）

 

１　提出理由

　当社は、2015年８月27日開催の取締役会において、東電リース株式会社（以下、「東電リース」といいます。）

の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号並びに第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

（注）なお、本臨時報告書は、取締役会において東電リースの子会社化が決議された2015年８月27日以降に遅滞な

く提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので、今般、提出するものであります。

 

２　報告内容

1．子会社取得の決定について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告）

(1）取得対象子会社に関する事項

①　商号 東電リース株式会社

②　本店の所在地 東京都港区三田三丁目13番16号

③　代表者の氏名 代表取締役社長　山田　茂

④　資本金の額 100百万円（2015年３月31日現在）

⑤　純資産の額 9,668百万円（2015年３月31日現在）

⑥　総資産の額 18,949百万円（2015年３月31日現在）

⑦　事業の内容 車両リース事業、給油カード事業、設備リース事業

⑧　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益（単位：百万円）

決算期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期

売上高 11,858 10,050 8,926

営業利益 339 207 297

経常利益 327 360 347

当期純利益 △417 129 452

⑨　提出会社との関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
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(2）取得対象子会社に関する子会社取得の目的

　当社グループは、事業基盤である自動車総合サービス業を中心に、ケミカル事業、パーキング事業、機械工

具販売事業、合成樹脂事業を展開しております。また、基盤事業の強化を進めながら、事業領域の枠にとらわ

れない新規事業への参入、規模拡大を目的とした積極的なＭ＆Ａ、海外展開にも挑戦しております。

　このたび、株式を取得する東電リースは、当社グループの主力事業と同じ自動車リース事業を主に行ってお

り、12,000台を超える車両を保有しております。

　本件の株式取得に伴い、当社グループと東電リースのそれぞれが持つ自動車リース事業のノウハウを活か

し、お客様へのサービス品質を高め、より一層の事業の拡大を目指してまいります。

(3）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

東電リースの普通株式　　　　　　　　　　2,490百万円

デュー・デリジェンス費用等（概算額）　　　104百万円

合計（概算額）　　　　　　　　　　　　　2,594百万円

 

2．特定子会社の異動について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金または出資の額、事業の内容、並びに、当

該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権に数及び当該特定子会社の総株主数等の議決

権に対する割合

①　特定子会社の異動

名称 東電リース株式会社

住所 東京都港区三田三丁目13番16号

代表者の氏名 代表取締役社長　山田　茂

資本金または出資の額 100百万円（2015年３月31日現在）

事業の内容 車両リース事業、給油カード事業、設備リース事業

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数
異動前 0個

異動後 38,760個

特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 0.0％

異動後 100.0％

(2）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社は2015年８月27日開催の取締役会において、東電リースの株式を取得し、子会社化することについて

決議いたしました。これに伴い東電リースについては、純資産の額が当社の純資産の額の100分の30以上に

相当するため、特定子会社に該当することとなります。

②　異動の年月日

2015年11月２日（予定）
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第53期）

自　2014年４月１日
至　2015年３月31日

2015年６月17日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第54期第２四半期）
自　2015年７月１日
至　2015年９月30日

2015年11月12日
近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

   2015年６月15日

株式会社イチネンホールディングス    

 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中川　一之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　秀男　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社イチネンホールディングスの2014年４月１日から2015年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社イチネンホールディングス及び連結子会社の2015年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イチネンホールディ

ングスの2015年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、株式会社イチネンホールディングスが2015年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

   2015年６月15日

株式会社イチネンホールディングス    

 

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中川　一之　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　秀男　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社イチネンホールディングスの2014年４月１日から2015年３月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

イチネンホールディングスの2015年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2015年11月12日

株式会社イチネンホールディングス   

取締役会　御中   

 

 新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　一之　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　秀男　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチネ

ンホールディングスの2015年４月１日から2016年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2015年７月１

日から2015年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2015年４月１日から2015年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イチネンホールディングス及び連結子会社の2015年９月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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